
作成日（最終修正日）：令和５年４月１日

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい
るときはその旨

備    考

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する
提案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する
提案をすることができる期間

－

－

個人情報ファイル簿（単票） 　【担当部課】土木部管理課

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする
個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織
の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

－

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当するファイル
□有　☑無

本人、定期利用制自転車駐車場の利用登録申請による

含む

自転車駐車場管理運営委託事業者

（名　称）文京区土木部管理課

（所在地）〒112-8555　東京都文京区春日1-16-21

―

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に
よる特別の手続等

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

土木部管理課

定期利用制自転車駐車場の利用者選考及び通知書等の発送のために利用する

１利用区間、２申請年月日、３氏名、４生年月日、５住所、６郵便番号、７電話番
号、８契約駐輪場、９減免情報（身体障害者手帳・愛の手帳の有無及び生活保護受
給の有無等）、10駐輪場の利用期間、11利用取消日、12勤務・通学先、13収納情報

定期利用制自転車駐車場利用登録申請をした者（平成21年度以降）

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの名称 自転車等駐車場管理システム

行政機関等の名称 文京区長

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ
かさどる組織の名称



作成日（最終修正日）：令和５年４月１日

作成された行政機関等匿名加工情報に関する
提案をすることができる期間

－

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい
るときはその旨

－

備    考

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織
の名称及び所在地

－

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する
提案を受ける組織の名称及び所在地

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする
個人情報ファイルである旨

－

記録情報の経常的提供先 自転車保管所管理運営委託事業者、放置自転車撤去業務委託事業者

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地
（名　称）文京区土木部管理課

（所在地）〒112-8555　東京都文京区春日1-16-21

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に
よる特別の手続等

―

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当するファイル
□有　☑無

記録範囲
「文京区自転車等の放置防止に関する条例」に基づき撤去された自転車のうち防犯
登録のある自転車の所有者（平成18年度以降）

記録情報の収集方法 本人、所轄警察への防犯登録番号照会による

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

土木部管理課

個人情報ファイルの利用目的
撤去された放置自転車の所有者に対する引取通知書の発送及びその他撤去自転車の
問い合わせに係る状況確認のために利用する

記録項目
１保管場所、２撤去日、３撤去場所、４氏名、５住所、６郵便番号、７電話番号、
８自転車情報(車種・色・メーカー・車体番号・防犯登録番号・登録年月)、９返還
日、10盗難届の提出状況

個人情報ファイル簿（単票） 　【担当部課】土木部管理課

個人情報ファイルの名称 放置自転車等管理システム

行政機関等の名称 文京区長


